
パブリック・コメントにおける意見要旨と区の考え方
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ジ

施策別 意　見　要　旨 区の対応 区の考え方

1 0 計画全体
パブリックコメントの実施をきちんと周知してほ
しい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
今回のパブリック・コメントは10月25日号の広報と区の公式
ホームページに掲載をし、また、町会・自治会掲示板に周知
用ポスターを掲示する事により周知を致しました。一層の工
夫ができるか検討致します。

2 0 計画全体
計画全体が漠然として伝わりにくい。全体的に
具体的な目標年次を定めていただくとわかり
やすい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
第2部の障害者計画については、めざす方向をお示しする
もので、具体的な時期や量などは定めておりません。数値
目標については、第3部に障害福祉サービスの必要量見込
等成果目標を定めております。

3 0 計画全体
全体的に今後の親子の高齢化等を見据えて
施設や体制を考えた計画にして欲しい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
本計画では、高齢化、親亡き後を大きな課題と捉えていま
す。第2部第3章個別施策⑨の地域生活支援体制の推進を
重点的な取組として掲げ、区内の拠点や基幹相談支援セン
ター、その他事業所等が有機的に結びつき安心して地域で
生活を続けられる体制を面的に整備しています。専門相談
や、緊急時の受入れ体制など充実を図っています。

4 0 計画全体

個別計画を積み上げて基本計画を策定し、基
本計画の視点から個別計画を見直すサイクル
が大切。すべての個別計画を同期をとりながら
進める必要はない。

E意見として伺う ご意見として伺います。

5 0 計画全体

新宿区の計画の体系では基本計画が最上位
計画である。福祉部、健康部の個別計画は基
本計画にコミットする必要がある。計画期間の
表記は、改元の予定もあり、西暦主体がよい。

E意見として伺う ご意見として伺います。

6 0 計画全体
予算額は実行計画に明示されても個別計画に
は明示されない。解決困難な課題に対する危
機感が感じられない。

E意見として伺う ご意見として伺います。

7 19
第1部 第2章
（4）精神障害
者数

自立支援医療（精神通院医療）は若年性認知
症にも該当しています。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
若年性認知症を含む認知症について精神障害に該当し、
自立支援医療（精神通院医療）の対象になります。
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8 35

第1部 第2章
2 障害者生活
実態調査の
結果概要

サービス利用に関して困っていること　「サービ
スに関する情報が少ない」28.8％（在宅）　「区
役所の手続きが大変」22.7％（在宅）以上の項
目などは、いただいた情報提供をすることによ
り、家族会などの集会に「啓蒙活動」を利用す
ることも一考と思います。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
家族会の集会などでも必要に応じて事業の説明をさせてい
ただいています。引き続きいろいろな機会を捉えて周知して
いきます。

9 36

第1部 第2章
2 障害者生活
実態調査の
結果概要

障害者差別解消法の周知について啓蒙活動
に家族会を利用することも一考と思います。

E意見として伺う ご意見として伺います。

10 45

第1部　第3章
1障害者計画
で大切にした
いこと

障害者計画の策定にあたって区が大切にした
いことをもっと一般的な文言にしてはどうか。

E意見として伺う ご意見として伺います。

11 45

第1部第3章
計画の基本
理念と基本目
標

計画の基本理念と基本目標について実現する
ための具体的な数値を示してほしい。具体的
にはグループホームの不足、生活介護事業所
の不足、通所施設における高齢化への対応、
既存のサービスの柔軟な活用があります。ま
た、相談事業の活用と充実が指摘されていな
い。支援員らへの障害の多様化による現場研
修の必要性、２０歳代の障害者と６０歳代の障
害者の支援方法の相違点、親の高齢化に伴う
住居の選択肢・家庭での支援のあり方、学校
卒業後の進路の選択による支援の不平等、経
費節減が目的としか思われないような既存の
施設等を使用した支援(既存の通所施設の多
機能型への変更)についてのより詳細な調査、
関係者との議論が行われて上での計画である
のかが疑問です。少なくても、今後の検討課題
として計画の中に明記されるべきです。

E意見として伺う
ご意見として伺います。
本計画ではめざす方向をお示しています。

12 45

第1部 第3章
計画の基本
理念と基本目
標

障害者計画において区が大切にしたいことと
掲げている項目をめざすためには、様々な部
署が縦断的・横断的に連携を取る必要がある
ため、各部署で連携していくことをもっと全面的
に掲げるべきと感じる。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
区では既に、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進や
東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に関して、全庁
横断的な組織を立ち上げ、区全体で取り組んでいます。

13 45

第1部　第3章
1 障害者計画
で大切にした
いこと

第1部　第3章「1 障害者計画で大切にしたいこ
と」の内容を変更してください。
「大切にしたいこと」は「方向性を示します。」
に。
障害児のための計画の作成は「新宿区障害児
福祉計画を策定」に。
差別解消とバリアフリーは「権利擁護の推進」
に。
それぞれ変更して下さい。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
(1)
「障害者計画で大切にしたいこと」については、平成30年度
から10か年の障害者計画の策定にあたって、前回の計画
策定時と比較して新たな視点で盛り込む必要があるものを
取り上げています。

(2)
障害者の差別解消、人権尊重について主旨は素案にも記
載してありましたが、一層力強く打ち出すために表記の一
部を修正します。

14 49
第1部　第3章
3基本目標

基本目標Ⅲについてバリアフリーを地域社会
に限定する理由が分からない

E意見として伺う ご意見として伺います。

15 49
第1部 第3章
3基本目標

基本目標１ 安心して地域社会が送れるための
支援、自分の思いを受け止めてもらえる場所と
して家族会などの集会への参加や家族会の協
力も必要重大である。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
情報の共有や家族間の支え合い活動は重要です。保健予
防課や保健センターでは、相談の中で家族会などへの参加
を希望する方にはご紹介しています。
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16 49
第1部　第3章
3基本目標

障害者施策の体系が整理されておらず分かり
にくい。特にライフステージに応じた成長と自
立への支援については、高齢の障害者の成
長、自立は無理ではないか。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
ライフステージ応じた支援としては、乳幼児期、青年期、高
齢期と全生涯を通じた支援を想定しております。年齢にか
かわらず障害のある方に必要な支援が行き渡るように、関
連施策と調整を図っているところです。
　なお、人は乳幼児期から青年期のみならず、高齢期を含
む全生涯に渡って成長、発達をしていくととらえる考え方も
あります。
　65歳以上の高齢障害者に対しては高齢者施策と障害者
施策の調整を図ってまいります。

17 50
第1部 第3章
3基本目標

心のバリアフリーについて、家族会などの利用
も重大である。

E意見として伺う ご意見として伺います。

18 58
第2部 第3章
個別施策1

障害者種別ごとのサービスになじめない利用
者（高次脳機能障害）の為に行政サービスの
バリアフリー化を推進してほしい。

E意見として伺う ご意見として伺います。

19 58
第2部 第3章
個別施策1

相談窓口を教えて下さい。
F質問に回答す
る

ご質問に回答します。
障害者福祉課では障害者福祉の手引を発行しております。
その中で様々な相談窓口や福祉サービスについてご案内
していますのでご覧ください。障害者福祉の手引は障害者
福祉課の他特別出張所等にも置いていあります。またご連
絡をいただければ郵送することもできます。

20 58
第2部 第3章
個別施策1

障害者の相談支援について啓蒙活動に家族
会を利用することも一考と思います。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
家族会の集会などでも必要に応じて事業の説明をさせてい
ただいています。引き続きいろいろな機会を捉えて周知して
いきます。

21 58
第2部 第3章
個別施策1

相談支援事業について区の水準は低い。現状
を再検討し、サービス利用計画を進めて下さ
い。周知するプリントの配布をなどをお願いし
ます。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
相談支援を充実させていくためには、サービス等利用計画
の作成を進めていくことが重要であることは認識していま
す。計画を作成する事業者等との連絡会や研修等を実施
する中で、周知方法も含め、相談支援体制の構築に努めて
いきます。

22 58
第2部 第3章
個別施策1

本人の意思決定支援と人権擁護が福祉サー
ビスの基本ということを示してほしい。

A意見の趣旨を
計画に反映する

ご意見の趣旨を計画に反映します。
サービスの提供や相談支援には、障害当事者の意思決定
と選択権を尊重する必要がある旨を、記載することとしま
す。

23 60
第2部 第3章
個別施策2

移動支援の利用について条件等の緩和を（内
部障害の身体障害1級で車いす利用の場合に
も利用できるようにしてほしい）

E意見として伺う ご意見として伺います。

24 60
第2部 第3章
個別施策2

電子技術の発展に合わせ最新機器を日常生
活用具に取り入れ充実を図ってほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
区では、年３回程度、日常生活用具の検討会を実施してお
り、その中で、品目等の見直しも行っています。新しい用具
等のご要望がありましたら、障害者福祉課の職員に申し出
ていただければ、検討会に取り上げ、対象認定するかどう
かの検討を行います。
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25 60
第2部 第3章
個別施策2

視覚障害者の介護保険サービスへの移行に
伴うサービス低下を改善していただきたい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
国は、平成３０年度より、６５歳到達前に一定期間にわたっ
て障害福祉サービスを利用した障害者が介護保険に移行
した際の介護保険サービスに係る利用者負担軽減する「高
額障害福祉サービス等給付費」の支給対象拡大を考えて
います。詳細についてはこれからとなりますが、具体的な内
容がわかりましたら、周知をする予定です。

26 63
第2部 第3章
個別施策3

こころの健康づくりについて啓蒙活動に家族会
を利用することも一考と思います。

E意見として伺う ご意見として伺います。

27 63
第2部 第3章
個別施策3

医療的ケアの必要な障害者のための研修に
職員が参加しやすい体制づくりへ（日常業務
遂行に問題がない体制が組めるよう）支援を
行ってほしい。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
区で実施している医療的ケアの研修については、支援員が
利用者支援終了後に勤務先の施設で研修を受けられる体
制をとり、日常業務の支障が出ないよう実施しています。

28 65
第2部 第3章
個別施策3

精神障害者の早期回復・社会復帰支援につい
て、家族支援は家族会の協力も必要重大であ
る。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
家族間の支え合いや普及活動は重要です。家族会の周知
については、保健予防課や保健センターにパンフレットを設
置するなどして周知しています。また、希望者や個別相談
の中で必要と思われる方には積極的に案内しています。

29 67
第2部 第3章
個別施策4

親に何かあった時に対応できるショートステイ
を作ってください。

E意見として伺う

30 67
第2部 第3章
個別施策4

ショートステイを緊急に作ってください。宿泊し
たいときになかなか取ることができません。

E意見として伺う

31 67
第2部 第3章
個別施策4

ショートステイの予約がとりにくいため、増床、
充実を希望します。新たに高田馬場福祉作業
所に出来れば利用しやすい。

E意見として伺う

32 67
第2部 第3章
個別施策4

予約が困難のためショートステイをもっと作っ
てほしい。

E意見として伺う

33 67
第2部 第3章
個別施策4

ショートステイの場所を増やして下さい。また日
数ももう少し増やして下さい。

E意見として伺う

34 67
第2部 第3章
個別施策4

ショートステイの絶対数が不足しています。利
便性の観点から特定の施設に利用希望が重
なり予約が取り難い事もあります。区として新
設を計画に入れて下さい。

E意見として伺う

35 67
第2部 第3章
個別施策4

緊急利用だけでなく、本人や家族支援のため
ショートステイが必要です。既存の施設に今か
らでも設置するように推進して下さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
平成29年11月に開設されたグループホームに、ショートステ
イ１床が併設されました。今後の利用状況を見守るととも
に、社会福祉法人等がグループホームを整備する際には、
ショートステイの併設について法人と協議をしていきます。
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36 67
第2部 第3章
個別施策4

医療ケアがあったり、障害サービス区分が高
いと、慣れない場所で慣れない支援員の中で1
対1対応でない施設に安心して預けることは出
来ません。日中通所している生活介護事業所
が行っているショートステイが利用できるような
仕組みを早急に作って下さい。

E意見として伺う

37 67
第2部 第3章
個別施策4

医療的ケアのある人に関しては、日頃の健康
観察の重要性を医師も指摘していますので、
その人が日中通所している生活介護事業所が
行っているショートステイを利用できるような仕
組みを区が施設と協議して作ってください。（マ
ンツーマンでない対応のショートステイを利用
することに、怪我や事故の危険性を払しょくで
きず強い危機感と抵抗感があります）重度心
身障害児等レスパイトサービスを自宅以外の
ショートステイ先で利用できるようにする、ある
いは、事業者が訪問看護師と契約し、医療的
ケアのある利用者がショートステイを利用する
時間帯に来てもらい、職員と一緒にケアを行う
ことを検討してください。

E意見として伺う

38 67
第2部 第3章
個別施策4

高田馬場福祉作業所にショートステイを作って
ほしい。

E意見として伺う

39 67
第2部 第3章
個別施策4

高田馬場福祉作業所にショートステイを作って
ほしい。

E意見として伺う

40 67
第2部 第3章
個別施策4

高田馬場福祉作業所にショートステイを作って
ほしい。

E意見として伺う

41 67
第2部 第3章
個別施策4

高田馬場福祉作業所にショートステイを作って
ほしい。

E意見として伺う

42 67
第2部 第3章
個別施策4

高田馬場福祉作業所にショートステイを作って
ほしい。
また立地を生かし、夜間や休日を有効活用す
るべきと思います。

E意見として伺う

43 67
第2部 第3章
個別施策4

高田馬場福祉作業所にショートステイを作って
ほしい。

E意見として伺う

44 67
第2部 第3章
個別施策4

高田馬場福祉作業所にショートステイを作って
ほしい。
マンツーマン対応の他、数名に対し1名の支援
員が食事や入浴などを見守る形式もあって良
いと思う。

E意見として伺う

45 67
第2部 第3章
個別施策4

ショートステイの増床、充実を希望します。特に
高田馬場福作への開設を）

E意見として伺う

46 67
第2部 第3章
個別施策4

高田馬場福祉作業所にショートステイを作って
ほしい。

E意見として伺う

47 67
第2部 第3章
個別施策4

高田馬場福祉作業所で緊急時だけでもショー
トステイを利用したい。もしくは入浴だけでも利
用できるようにしたい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
区は、医療的ケアを必要とする方の介護者に対して、研修
や講習会を実施し、職員のスキルアップに取り組んでいま
す。さらに、「新宿けやき園」と「シャロームみなみ風」には看
護師の増配置を行うための人件費の一部助成を行ってい
ます。これにより、「新宿けやき園」等には夜間帯も含め常
時看護師が配置されています。このことから、他の短期入
所事業所での医療的ケアを必要とする方の受入や訪問看
護ステーションの看護師を派遣することは考えていません
が、利用者の意見を聴きながら、引き続き、医療的ケアを必
要とする方が安心して利用していただけるよう支援していき
ます。

ご意見として伺います。
現在、高田馬場福祉作業所におけるショートステイの設置
は検討しておりません。
平成29年11月に高田馬場に開設されたグループホーム
に、ショートステイ１床が併設されました。今後の利用状況
を見守るとともに、社会福祉法人等がグループホームを整
備する際には、ショートステイの併設について法人と協議を
していきます。
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施策別 意　見　要　旨 区の対応 区の考え方

48 67
第2部 第3章
個別施策4

在宅レスパイトサービスの利用料が負担に感
じる。所得段階を細かく設定する等の配慮をし
てください。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

ご意見を踏まえて、計画を推進します。

49 67
第2部 第3章
個別施策4

レスパイトサービスは回数、時間とも充分では
ない。また医療的ケアの内容によっては区内
のショートステイも使えない。そのような人に対
しては、希望によりレスパイトサービスの利用
回数を増やせるようにして下さい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

ご意見を踏まえて、計画を推進します。
なお、平成２９年度から、上限回数を月４回に増やすととも
に、派遣時間を３０分単位に変更し、充実を図っています。

50 67
第2部 第3章
個別施策4

軽度の知的障害の人は1対1対応でなくでも良
いので定員の幅を柔軟に設定し運営ができる
ような区単独事業としての短期入所を計画に
載せて下さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
  本年11月に開設されたグループホームに、ショートステイ
１床が併設されました。今後の利用状況を見守るとともに、
社会福祉法人等がグループホームを整備する際には、
ショートステイの併設について法人と協議をしていきます。

51 67
第2部 第3章
個別施策4

自立希望のため、見守りや食事支援中心の
ショートステイの設置を推進してください。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
区立施設のショートステイはマンツーマンで支援を行います
が、「シャロームみなみ風」や「新宿けやき園」、「ブルーム
早稲田」ではマンツーマンではないショートステイを提供して
います。また、マンツーマンで支援員が配置されていても、
利用目的により見守り中心の自立支援も実施していますの
で、利用の際に施設にご相談ください。

52 67
第2部第3章
個別施策4

共働き世帯が増加しているため、15歳以下の
児童が利用できる日中預かりや短期入所など
のサービスやサービス提供事業者の拡充を検
討して下さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
15歳以下のお子さまが利用できるレスパイト事業につきま
しては、拡充の予定はありません。既存の日中ショートや、
区外の施設のショートステイ利用等もご検討下さい。

53 67
第2部 第3章
個別施策4

医療的ケア児も区内でレスパイト利用ができる
ような施設がほしい。幼児期から青年期まで慣
れ親しんだ同施設でレスパイト出来れば安心。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
医療的ケアの必要なお子さまが利用できるショートステイ等
については、整備の予定がありません。区外にある施設を
ご利用頂きますようお願い致します。成人の方については
限定的ではありますが、医療的ケアの必要な方も区内の施
設で受入れを行っております。

54 67
第2部 第3章
個別施策4

介護者の高齢化が大きな問題で、平日の通所
以外に土日祝日のケアサポート事業の拡充や
日中ショートステイなどの拡充を検討して下さ
い。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
現在、事業の拡充やあゆみの家以外での土曜ケアサポー
ト事業の実施の予定はありませんが、日中ショート事業に
ついては、空きがある施設もありますので、この事業の有効
活用を図っていきます。

55 67
第2部 第3章
個別施策4

短期入所の緊急枠の拡大をしてほしい。 E意見として伺う

ご意見として伺います。
平成27年度より「シャロームみなみ風」に新たに緊急利用
枠を確保しています。今後の利用状況を見守るとともに、社
会福祉法人等がグループホームを整備する際には、ショー
トステイの併設について法人と協議をしていきます。

56 67
第2部 第3章
個別施策4

在宅レスパイトサービスの1回の時間を長くし
てほしい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
なお、１回につき、３０分単位で４時間までご利用できます。

57 67
第2部 第3章
個別施策4

子ども総合センターでの一時保育を、発作や
医療ケアがある子どもでも利用できるようにし
てほしい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
発作のあるお子さんについては、主治医の意見書などを確
認したうえでお預かりしていますが、医療的ケアがあるお子
さんについては、個々の状況を見ながら慎重に検討してい
きます。
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58 69
第2部 第3章
個別施策5

視覚障害者に対する年金や手当など経済的な
保障をしてほしい。

E意見として伺う ご意見として伺います。

59 69
第2部 第3章
個別施策5

年金と工賃では生活できない。障害者に対す
る所得保障について記載するべきである。

E意見として伺う

60 69
第2部第3章
個別施策5

年金と工賃では最低限の生活でもギリギリで、
グループホームでの生活は持ち出しとなりあき
らめざるを得ません。本人の収入に対して家
賃の助成の幅を持たせる等の対応をして頂き
たい。

E意見として伺う

61 69
第2部 第3章
個別施策5

障害者基礎年金、特別障害者手当、心身障害
者医療助成の項目などは啓蒙活動に家族会
を利用することも一考と思います。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
区の職員が、区民の皆様の求めに応じて勉強会等の機会
に制度や手続きのご説明に伺い、直接、ご意見や質問をお
受けすることのできる「ふれあいトーク宅配便」をご活用くだ
さい。

62 69
第2部 第3章
個別施策5

新宿区は物価高騰地域にあり、病院や施設か
ら地域に移行する際の住宅確保が困難です。
東京都知事基準による生活保護家賃扶助の
1.3倍額の69800円を受給できるように検討して
下さい

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
住宅扶助費の基準額については、大都市の生活実態を踏
まえ、都を通じて国に引き上げの要望をしています。
なお、車椅子を使用している障害者等特に通常より広い居
室を必要とする場合等で、やむを得ないと認められる場合
は、特別基準額（単身世帯は1.3倍額の69,800円が上限）を
設定しています。

63 71
第2部 第3章
個別施策7

ヘルパーの人数が増えるよう対策してほしい
です。

E意見として伺う
ご意見として伺います。
人材育成・確保は重要課題として認識しています。区の実
施可能な対応を検討してまいります。

64 71
第2部 第3章
個別施策7

サービスを担う人材育成・確保について一事
業者のみでは解決できる事ではないため、区
全体で計画化されるのが望ましい。

E意見として伺う
ご意見として伺います。
人材育成・確保は重要課題として認識しています。区の実
施可能な対応を検討してまいります。

65 71
第2部 第3章
個別施策7

重度重複の心身障害者の通所施設において、
医療的ケアの必要な特定の利用者に対して行
う３号研修（決まった方に対して、痰の吸引、経
管栄養を介護職員が行うための研修）を受け
る職員を増やし、複数の職員が複数の利用者
の医療的ケアに対応することができるように指
導して下さい。また、一部の職員に加重な負担
がかかることを防止し、職場環境改善のため
に今後も継続的に多くの職員が研修の機会が
持てるように支援してください。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
医療的ケアの必要な障害者が地域で安心して生活していく
ために、通所施設やグループホームの職員の医療的ケア
に関する知識や技術の修得が重要と考えます。３号研修を
受けた認定者を増やせるよう、今後も継続して研修事業に
取り組んでまいります。

66 71
第2部 第3章
個別施策7、
個別施策8

サービスを担う人材不足に対応した区の人材
育成・確保策と、事業所の経営力向上のため
の研修の実施について計画に記載してほし
い。

A意見の趣旨を
計画に反映する

ご意見の趣旨を計画に反映します。
福祉業界の人材不足が喫緊の課題であることを強く認識
し、区が人材の掘り起しを含めた人材確保や長期的視点に
立った育成策を検討するとともに、区の行う研修の充実に
向けて、取り組んでいきます。

ご意見として伺います。
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67 72
第2部 第3章
個別施策8

新宿区ではけやき園をはじめとする区内の施
設に対して、どういう権限を持ち、指導されて
いるのか伺いたい。

F質問に回答す
る

ご質問に回答します。
指定障害者支援施設については、東京都と区市町村が、
障害者総合支援法の規定に基づく実地指導の権限を持っ
ています。この実地指導は、施設の設置者が遵守すべき人
員、設備、運営の基準に沿って運営しているかを施設の現
場でチェックし、実地に指導するものです。けやき園につい
ては、平成26年度と平成28年度に東京都が実地指導を行
なっており、新宿区も当該実地指導に立会をし、その際に、
現場で気付いた点を指導しています。区としては、定期的・
計画的に、この実地指導を行なっていく方向で対応していき
たいと考えています。

68 72
第2部第3章
個別施策8

就労継続B型支援職員の増員をはかってほし
い。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
区立の就労継続支援B型事業所については、利用者の障
害の重度化・高齢化等に対応するため、適正な人員配置を
指定管理者と協議し対応しています。
民間の就労継続支援B型事業所の指定基準以上の職員配
置については事業所によるところですが、区は、運営費の
一部を助成することで安定した事業所運営がなされるよう
支援しています。

69 72
第2部第3章
個別施策8

就労継続支援B型事業所職員が家族支援など
を行う際の加算等の制度を考えて下さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
障害者の通所する事業所の職員には、通所時間帯の作業
等生産活動の支援のみならず、生活上の支援も求められ
るものです。事業所が家庭訪問や医療機関との連携、重度
の障害者を受け入れ支援した場合等、報酬が加算される仕
組みとなっています。今後とも適切な事業所運営が行われ
るよう、集団指導の機会等を通して、周知していきます。

70 72
第2部 第3章
個別施策8

地域生活支援拠点や指定特定相談事業所が
ネットワーク化を図り、有機的に動いていくた
め実現するためには制拠点をはじめ、事業者
が実施するサービス等利用計画の策定に係る
給付費が安価過ぎると感じます。今後はより専
門性が高くなり、障害福祉サービス提供事業
者との連携や緊急性の高いケースなどにすぐ
に対応するためには、専門性が求められるこ
とになります。継続的な専門性の高い事例に
対応できるよう独自制度の創設を検討して下
さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
平成30年度報酬改定において、地域生活支援拠点等の機
能強化や計画相談支援・障害児相談支援における質の高
い事業者の適切な評価が、方向性として示されています。
区独自の補助制度を創設する予定はありませんが、指定
特定相談支援事業所等の質の高い事業所運営に向けて適
切な情報提供に努めていきます。

71 75
第2部 第3章
個別施策9

知的障害のある方たちの地域生活支援拠点
をもう一か所協力施設などの形ではっきりとし
た名前を挙げて頂きたいです

E意見として伺う

72 75
第2部 第3章
個別施策9

地域生活支援拠点体制を構築するには区内
の事業所等の役割を盛り込んだ計画を立て、
それに基づいて社会資源を増やす計画が必
要です。

E意見として伺う

73 75
第2部 第3章
個別目標１
個別施策9

地域生活支援拠点体制を構築するには区内
の事業所等の役割を盛り込んだ計画を立て、
それに基づいて社会資源を増やす計画が必
要です。（地域の実情を反映する事のできる自
立支援協議会の意見を尊重して下さい）

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
区立障害者福祉センター及び区立障害者生活支援セン
ターでは２４時間対応の電話相談を実施しています。

74 75
第2部 第3章
個別施策9

地域生活支援拠点等の体制について、地域す
べての資源を使って支えていく視点が必要だ
と思います。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
素案ページ75～77に記載がありますが、ご意見の趣旨は、
素案の方向性と同じです。

ご意見として伺います。
平成29年度より、基幹相談支援センターと区内３カ所の施
設を拠点とし、相談支援事業所や通所施設等の関係機関
が連携することで地域生活支援体制を面的に整備しまし
た。また、地域に点在する社会資源が有機的に結び付くこ
とが地域生活支援体制の推進には必要と考え、相談支援
事業所連絡会等の様々な情報共有の場を設け,事業所間
の連携強化に努めています。今後はこれに加え、区と拠点
３施設との定期的な連絡会等を設けることで実施状況を把
握し、必要な見直しを行っていきます。
　なお、区立障害者福祉センター及び区立障害者生活支援
センターでは２４時間対応の電話相談を実施しています。
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75 77
第2部 第3章
個別施策10

本人の高齢化、親亡き後を見据えた在宅支援
を強化するための施策を盛り込み、体制を整
備して下さい。（新宿という場所を考えるとグ
ループホームを大きく増やすのは厳しいと思う
ので）

E意見として伺う

ご意見として伺います。
基幹相談支援センターが中心となって、指定特定相談支援
事業所との連携を強化します。住み慣れた地域で安心して
生活ができるよう、サービス等利用計画の作成やモニタリン
グを通して、サービスを幅広く組み合わせて、きめ細かに支
援していきます。

76 82
第2部 第3章
個別施策13

医療的ケア児の保育園、幼稚園入園を可能に
し子ども集団の中で互いに育ちあっていける
環境を作ってほしい。

D今後の取組の
参考とする

77 82
第2部 第3章
個別施策13

気管切開をしている子供については現在も受
け入れ先は区内１箇所も無く、親は働くことが
出来ない。今後医療的ケア児の増加傾向を見
込んでいるのに、保育園受入れ予定が無いの
はおかしい。

D今後の取組の
参考とする

78 82
第2部 第3章
個別施策13

医療的ケアの必要な子について、在宅が前提
となっているが、保育園へ入園が出来るような
施策を持たないのか。是非検討していただき
たい。

D今後の取組の
参考とする

79 82
第2部 第3章
個別施策
13,14

多くの方が療育の機会に継続的に触れること
が出来るよう一定の基準を設けて、財政的な
支援を検討して下さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
療育は、医療保険制度によるディケアや児童福祉法に基づ
く児童発達支援・放課後等デイサービスなど、個別の状況
に応じて行われています。医療保険制度によるものについ
ては、子ども医療費助成により自己負担が無く、また児童
福祉法のサービスについては、自己負担１割のところ３％
の自己負担になるよう、区が軽減策を実施しています。医
療保険や児童福祉法のサービスに該当しない事業所で実
施している療育指導について、費用助成をすることは検討
していません。

80 82
第2部 第3章
個別施策13

気管切開児もあいあいで完全母子分離を可能
になるよう看護師、医師の体制を整えてほし
い。また、単独通所が出来ない場合には、保
護者の代わりにヘルパーを制度の中で利用で
きることを望む。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
あいあいでは、医療的ケアを必要とするお子さんについて
は、基本的に保護者の付き添いをお願いしています。分離
については、体調管理が難しく、細心の注意が必要な就学
前のお子さんであることを踏まえたうえで、個々の状況に応
じてご相談させていただきます。
また、児童発達支援事業所までの送迎については、家庭の
状況等を勘案して、移動支援サービスの支給決定をしてい
ますが、あいあいの療育を受けている間のヘルパー等の派
遣は制度上認めていません。

81 82
第2部 第3章
個別施策13

きょうだい児がいる場合については個々の状
況にもよるが、負担が大きいため保育園送迎
にも移動支援を使えるようにしてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
保育園、子ども園、幼稚園への送迎は、保護者の養育・育
児の範囲内と判断されるため移動支援の利用対象外として
います。障害のないきょうだい児と2人を保育園送迎するこ
との大変さは、お察しいたしますが、子育て支援施策の一
つである「ファミリーサポート事業」等のご活用をご検討くだ
さい。

82 82
第2部 第3章
個別施策13

医療的ケアがあっても通所の療育を受けた
い。訪問療育しかないのは差別的だ。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
在宅児等訪問支援を利用しているお子さんも、段階を踏ん
であいあいへの通所を検討することができます。あいあい
は集団療育の場であり、感染症のリスクなどもあるため、
個々に相談させていただきながら対応していきます。

ご意見は今後の取組の参考とします。
障害のあるお子さんで、集団保育が可能なお子さんについ
ては、障害児保育を行っているほか、医療的ケアが必要で
あって、集団保育が著しく困難なお子さんに対しては、保護
者の居宅で保育を行っています。また、お子さんの状態に
よって可能であれば保育園と交流保育を行っています。
　こうした医療的ケア児への支援の拡充については、他自
治体の事例も踏まえながら研究していきます。
　区立幼稚園では、医療ケアが必要なお子さんの入園には
保護者の方に対応をお願いしています。幼稚園における医
療ケアのあり方については、国等の動向を見守ってまいり
ます。

11
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83 82
第2部 第3章
個別施策13

あいあいの職員には専門性が求められるので
異動はなくしてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
職員の定期的な異動は、人材育成の観点からも必要なも
のと考えていますが、お子さんとご家族をしっかり支援でき
るよう、適切な職員配置に努めていきます。

84 82
第2部 第3章
個別施策13

「あいあい」と「認可保育園」の併用を認めてほ
しい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
保育所等においては、1日の流れの中で集団生活を営むよ
う計画を立てて保育を行っているため、曜日を決めて、「あ
いあい」に通所するよう協力していただいていますので、
個々の状況に応じてご相談させていただきます。
　居宅訪問型保育は、1対1の対応であるため、一定の要件
の下で、同日での療育の併用ができます。

85 82
第2部 第3章
個別施策13

人工呼吸器利用など医療依存度の高い子ども
もあいあいで受入れ医完全母子分離が可能に
なる体制を作ってほしい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
　「あいあい」では、酸素吸入や経管栄養などのお子さんの
通所療育も行ってきました。今後もお子さんの状況を見な
がら、可能な限り通所できるよう努めていきます。
　また、医療的ケアを必要とするお子さんの単独通所につ
いても、体調管理が難しく、細心の注意が必要な就学前の
お子さんであることを踏まえたうえで、個々の状況に応じて
ご相談させていただきます。

86 84
第2部 第3章
個別施策14

医療的ケア児が自主通学する際に専用タク
シーの契約を行うなど、通学時に利用しやすい
仕組みを作ってください。

E意見として伺う
ご意見として伺います。
リフト付きタクシーの委託台数を増加する予定はありませ
ん。

87 84
第2部 第3章
個別施策14

医療的ケア児の自主通学の際の費用保障を
（専用タクシーの契約を）してほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
心身障害者福祉タクシー（タクシー券）は、外出の利便を図
るため、移動に係る障害が重度の方に対し交付していま
す。医療的ケア児の通学のために、タクシー券を上乗せし
て交付することは、現在のところ、考えておりません。
　また、通学用として、同一時間に多くのタクシーを契約す
ることは、難しい状況です。

88 84
第2部 第3章
個別施策14

医療ケアが必要な子供をスクールバスに乗れ
るように、または代替案を考えてほしい

E意見として伺う

ご意見として伺います。
心身障害者福祉タクシー（タクシー券）は、外出の利便を図
るため、移動に係る障害が重度の方に対し交付していま
す。医療的ケア児の通学のために、タクシー券を上乗せし
て交付することは、現在のところ、考えておりません。
また、医療的ケアを必要とするお子さんについては、お子さ
んの安全を最優先することを基本に、医師の所見に基づ
き、段階を経て単独乗車を行っております。
スクールバスに乗車できない場合、重度の肢体不自由児や
愛の手帳を取得されている方は移動支援の対象となる場
合があります。

89 84
第2部 第3章
個別施策14

医療的ケア児や肢体不自由児も地域の学校
を含め選択できる体制を作ってほしい。

D今後の取組の
参考とする

　「医療的ケア児」を教育機関で安全に支援を行うためには
看護師の配置が必須です。新宿養護学校には看護師を配
置しており、教員の研修等も行っていることから、受入体制
が充実しております。一方、地域の学校にはこのような体制
が整備されておりません。このような状況であることから、お
子様の安心・安全を第一に考え、新宿養護学校をご利用い
ただくのが望ましいと考えております。
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90 84
第2部 第3章
個別施策14

医療的ケアがあるために通学バスに乗ること
ができない児童・生徒が自主通学するための
費用を助成してください。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
　就学奨励費は特別支援学校へ就学する児童の保護者の
経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、
就学のために必要な経費について国がその経費の一部を
負担、補助又は交付しています。その内、通学に関する交
通費の範囲は、児童が、原則として最も経済的な通常の経
路及び方法により通学する場合の交通費の額とされていま
す。また、通学費の算定に当たっては、通学の経路・方法
等について、児童の心身の発達段階、障害の状態・特性
等、通学の安全性等の実情を考慮して行うものとされてい
ます。
　現在、就学奨励費はタクシー券を対象とはしておりません
が、今後どのような対応をすることができるか、研究してま
いります。

91 86
第2部 第3章
個別施策15

医療的ケア児の通える放課後デイの確保につ
いて、すでにある1箇所以外に新たに確保して
ほしい（週5日通所できること）
新宿養護の放課後子どもひろばを週5日18時
まで利用可能にしてほしい

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
放課後等デイサービス事業所の開設相談を区が受ける際
には、区として送迎付きの重症心身障害児や医療的ケア児
を対象とした事業所開設を望んでいる旨を伝えております。
国の平成30年度の報酬改定では、現行より医療的ケア児
のための手厚い支援を提供できる事業所の受け取る報酬
を増やすことにより、医療的ケア児を対象とした事業所の増
設・充実を図ろうとしています。区として事業所の運営助成
を行う予定はありませんが、国や都の動向を注視し、適切
な情報提供に努めていきます。

新宿養護学校では月に２回程度、放課後の生活を豊かに
することを目的にした体験活動を中心に、放課後子どもひろ
ばを行っています。、
　看護師の確保などの課題がありますが、回数を増やせな
いか今後検討していきます。医療的ケアが必要なお子さん
についても、一定の手続きを踏んだ上で受け入れることは
できます。

92 86
第2部 第3章
個別施策15

放課後等デイサービスが少ない現状がある。
肢体不自由児や医療的ケア児には広いバリア
フリーの環境や機器等が必要でコストがかか
るため、事業者が増えない原因となっている。
新規開設事業者に対し、それらの費用助成を
検討して下さい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
平成29年12月現在、区内の放課後等デイサービス事業所
は13か所あり、主に知的障害や発達障害を対象としていま
す。放課後等デイサービス事業所の開設にあたっては、事
業所を開設しようとする法人が、これまで実践してきた特色
や強みを生かした支援を行う意向が強く、区として送迎付き
の重症心身障害児や医療的ケア児を対象とした事業所開
設を望んでいる旨を伝えておりますが、結果的に、区内に
は肢体不自由児を対象とした事業所が少ない現状となって
います。放課後等デイサービス事業所の指定は東京都が
行っていますが、事前に区にも開設相談をすることとなって
いるため、その際には、肢体不自由児を対象とした事業所
の開設の要望を伝えています。国の平成30年度の報酬改
定では、現行より医療的ケア児のための手厚い支援を提供
できる事業所の受け取る報酬を増やすことにより、医療的
ケア児を対象とした事業所の増設・充実を図ろうとしていま
す。区として事業所の運営助成を行う予定はありませんが、
国や都の動向を注視し、適切な情報提供に努めていきま
す。

93 86
第2部 第3章
個別施策15

放課後等デイサービスを（開設費用の補助等
で）もっと増やしてほしい。

E意見として伺う
ご意見として伺います。
　現時点において放課後等デイサービスの開設や事業所
運営に補助を行う予定はありません。
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94 86
第2部 第3章
個別施策15

放課後等デイサービスにＰＴ，ＯＴ，ＳＴを常駐
させて、わざわざ通院してリハビリを受けなくて
も定期的にリハビリを受けられる事業所を助成
運営してほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
事業所の報酬として、放課後等デイサービスにおいて理学
療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)または心理
指職を配置して、計画的に訓練等を行った場合は特別支援
加算が得られる仕組みがあります。区として別途運営助成
を行う予定はありません。

95 86
第2部 第3章
個別施策15

重度の肢体不自由の子の通所先は限られて
いるため、区で通所者をすみわけしてほしい。
また、重度の肢体不自由児が通える施設づく
りをしてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
施設の利用は事業者と障害児（保護者）との契約になり、区
として対象者を限定させること等はできません。
放課後等デイサービス事業所の開設相談を受ける際には、
肢体不自由児を始め、重症心身障害児や医療的ケア児を
対象とした事業所開設を望んでいる旨を伝えております。

96 86
第2部 第3章
個別施策15

放課後等デイサービスをもっと増やしてほし
い。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
平成29年11月現在、区内に放課後等デイサービスは13カ
所あります。障害種別や程度、事業所の運営形態等によ
り、安心して週5日同じ事業所を継続して利用することは難
しい場合があります。放課後等デイサービス事業所の指定
は東京都が行っていますが、事前に区にも開設相談をする
こととなっているため、その際には、要望を伝えています。

97 86
第2部 第3章
個別施策15

医療的ケアのある障害児を保護者の就労時
間帯に預かってもらえる場所が少ないので、未
就学児でも放課後等デイサービスを利用でき
るようにしてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
　障害のあるお子さんで、集団保育が可能なお子さんにつ
いては、障害児保育を行っているほか、医療的ケアが必要
であって、集団保育が著しく困難なお子さんに対しては、保
護者の居宅で保育を行っています。また、お子さんの状態
によって可能であれば保育園と交流保育を行っています。
　障害児通所支援事業のうち、児童発達支援は就学前の
お子さんを対象とし、放課後等デイサービスは就学後のお
子さんを対象としています。

98 86
第2部 第3章
個別施策15

放課後等デイサービスについて、送迎のある
事業所を増やしてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
区内にも送迎サービスを実施する事業所があります。放課
後等デイサービスの事業所の新規開設に向けた相談が区
にあった際には送迎サービスを実施するように事業者に対
し、働きかけを行っていますが、駐車場や運転手等のスタッ
フを確保することは負担が大きく実現できないという声もあ
ります。
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99 86
第2部 第3章
個別施策15

気管切開児、人工呼吸器管理の子も含む医
療的ケア児が週5日、長期休暇時も新宿養護
学校の放課後子どもひろばを利用できるよう
にしてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
新宿養護学校の放課後子どもひろばは、月に２回程度、放
課後の生活を豊かにすることを目的にした体験活動を行っ
ています。
　看護師の確保などの課題がありますが、回数を増やせな
いか今後検討していきます。医療的ケアが必要なお子さん
についても、一定の手続きを踏んだ上で受け入れることは
できます。
　人工呼吸器管理などのお子さんについては、学校での状
況も見ながら、慎重な検討が必要であると考えています。

100 86
第2部 第3章
個別施策15、
個別施策18

医療的ケア児について、学校の無い日のデイ
サービスや卒業後の通所施設の充実をお願
いします。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
区でも医療的ケアの障害児の放課後デイサービスが不足し
ている現状は認識しており、事業者に対する働きかけは適
宜行っております。
　ニーズに応じたサービスを過不足なく提供できるよう、学
校教育終了後の適切な進路先の確保につとめます。

101 86
第2部 第3章
個別施策15

デイサービス、タイムケアを新宿養護学校の近
くで受けられるようにしてほしい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
事業者から開設の相談があった際には、開設を検討してい
る地域などを聞き取ったり、事業者側も開設地域の情報を
求めておられますので、できるだけ事業所が遍在すること
のないように努めています。

102 86
第2部 第3章
個別施策15

肢体不自由児、医療的ケア児の受け入れ事業
所が少ない現状に具体的な解決策を示して下
さい。

D今後の取組の
参考とする

103 87
第2部 第3章
個別施策16

医療的ケア児について、放課後の受け入れ先
がない問題以外にも通学バスの問題、学内で
の親の付き添い問題も解決に向けての議論や
対応策の推進をしてほしい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
放課後等デイサービス事業所の開設相談を区が受ける際
には、区として送迎付きの重症心身障害児や医療的ケア児
を対象とした事業所開設を望んでいる旨を伝えております。
国の平成30年度の報酬改定では、現行より医療的ケア児
のための手厚い支援を提供できる事業所の受け取る報酬
を増やすことにより、医療的ケア児を対象とした事業所の増
設・充実を図ろうとしています。区として事業所の運営助成
を行う予定はありませんが、国や都の動向を注視し、適切
な情報提供に努めていきます。
医療的ケアを必要とするお子さんについては、お子さんの
安全を最優先することを基本に、医師の所見に基づき、段
階を経て単独乗車を行っております。
保護者の付き添いについては、お子さんの状況を最も把握
している保護者の付き添いをお願いしております。お子さん
の状況により異なりますが、常時医療的ケアを必要とする
場合は、緊急時の対応等を考え、保護者のご協力をお願い
しております。
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104 87
第2部 第3章
個別施策16

必要なのは会議体ではなく、医療的ケア児専
門のケアマネージャーです。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
会議体の役割と個別の方への支援を取りまとめるケアマ
ネージャーの役割は別と考えています。双方ともに重要な
役割と認識しております。本計画では、会議体として障害児
支援の提供体制の整備等をめざしています。障害児のサー
ビス利用にあたっての関係機関の連絡調整といったケアマ
ネージャー的な役割は、障害児相談支援事業所の相談支
援専門員が担うことが可能です。障害児相談支援の導入に
関しては個別にご相談ください。

105 87

第2部 第3章
個別施策16
（乳幼児・学
齢期・放課後
支援）

最重度の障害児のための居場所の確保をして
ほしい。

E意見として伺う
ご意見として伺います。
区内に事業所開設のめどはありませんが、今後も重度の
障害児の通所可能な事業所の確保に努めます。

106 87
第2部 第3章
個別施策16

世田谷区が配布している「医療ケアが必要な
お子さんのためのガイドブック」を新宿区でも
作成して下さい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
多分野に渡るまとまった情報の必要性は認識しておりま
す。他区市の先行事例を参考に、検討を進めたいと考えて
おります。

107 89
第2部 第3章
個別施策18

それぞれの障害者に合った卒業後の行き場を
確保してください（あゆみの家はあゆみの家で
しか生活できない方を優先してほしい）。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

108 89
第2部 第3章
個別施策18

卒業後の日中活動の場所の確保をお願いしま
す

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
ニーズに応じたサービスを過不足なく提供できるよう、「進
路対策連絡会」で情報共有を図り、学校教育修了後の適切
な進路先の確保に努めます。
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109 89
第2部 第3章
個別施策18

卒業後の重度心身障害者が通える施設、軽度
の障がい者とのすみわけを考えてほしい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

110 89
第2部 第3章
個別施策18

それぞれの障害者に合った卒業後の行き場を
確保してください。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

111 89
第2部 第3章
個別施策18

毎年出る障害者の状況を把握して、高校卒業
後の進路の確保を計画的に行ってほしい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
区では、毎年特別支援学級及び特別支援学校の在籍状況
調査を行い、その結果を事業所、学校、区の担当者により
こうせいされている「進路対策等連絡会」で確認していま
す。今後も学校教育修了後の適切な進路の確保に努めて
いきます。

112 89
第2部 第3章
個別施策18

学校卒業後の進路先が確保できなくなること
が考えられる。生活介護施設の新設を検討し
て下さい。日数調整などは生じないようにして
ほしい。

E意見として伺う

113 89
第2部 第3章
個別施策18

既存の施設のこれ以上の定員拡大は無理が
あります。区立民営での生活介護施設の新設
をしてほしい。

E意見として伺う

114 89
第2部 第3章
個別施策18

生活介護施設の多機能化による定員の拡充
はもちろんですが、新規の生活介護事業所の
開設についても検討に入れて下さい。

E意見として伺う

115 89
第2部 第3章
個別施策18

卒業後に入れる施設の立ち上げを計画してく
ださい（区立民営で）.

E意見として伺う

116 89
第2部 第3章
個別施策18
個別施策19

生活実習所の定員拡充は現在の建物では難
しい。また、就労継続B型作業所の多機能化
は高齢化への対策であり、最重度の知的障害
者に対応できるものではない。事業所の新規
開設をめざしてほしい。

E意見として伺う

117 91
第2部 第3章
個別施策19

国・都などの規定にはめず、状況を良く見て支
援員の配置を手厚くして下さい。

E意見として伺う

　ご意見として伺います。
　区立の指定管理施設においては、現在も国の基準を超え
て支援員を配置しています。障害の重度化や高齢化につい
ては認識しており、支援体制等について、今後、指定管理
者と共に検討していきます。

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
障害の重度化・高度化への対応及び特別支援学校卒業生
の進路先確保のため、区内の生活介護事業の充実を図り
ます。あゆみの家においては生活介護事業の定員拡充に
加え、重症心身障害児通所訓練事業を開始します。また、
福祉作業所を多機能型事業所とし、既存の就労継続支援B
型事業に加え生活介護事業を実施します。
また、ニーズに応じたサービスを過不足なく提供できるよ
う、「進路対策連絡会」で情報共有を図り、学校教育修了後
の適切な進路先の確保に努めます。

ご意見として伺います。
 特別支援学校卒業生の進路先確保及び障害の重度化・高
齢化への対応のため、区内の生活介護事業の充実を第一
次実行計画の計画事業として取り組みます。
　 あゆみの家において生活介護事業の定員拡充を図るほ
か、福祉作業所を多機能型事業所とし、既存の就労継続支
援B型事業に加え生活介護事業を実施することで、日中活
動の場の確保を図ってまいります。今後も利用者の動向を
踏まえ、適切な対応をしてまいります。
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118 91
第2部 第3章
個別施策19

就労継続支援Ｂ型が生活介護も提供できるよ
うに多機能化しても、人が移動するわけではな
いので、事業所としての定員は変わりません。
新たに学校を卒業する人たちの生活介護、Ｂ
型の進路先が足りなくなるのも目に見えていま
す。新たな生活介護事業所が必要です。

E意見として伺う

119 91
第2部 第3章
個別目標3

高齢化や障害の重度化により就労継続B型支
援から移行する方、卒業後の進路として選択
する方等により生活介護施設の不足は明白で
す。根本的解決のため、生活介護施設の新設
が必要だと思います。

E意見として伺う

120 91
第2部 第3章
個別施策19

定員拡充や多機能化だけでは生活介護の数
は足りない。出席日数で調整などはあっては
ならないため、生活介護施設の新設をしてくだ
さい。用地確保を積極的に行ってください。

E意見として伺う

121 91
第2部 第3章
個別施策19

生活介護事業所の不足は多機能化だけでは
対応できません。また、数年度の多機能化を
にらんで生活介護希望の方を入れることで、す
でに入所している人の活動場所が減ったり
サービスの低下につながります。新しい生活
介護事業所の設置をお願いします。

E意見として伺う

122 91
第2部 第3章
個別施策19

生活介護施設の新設の新設を希望します。 E意見として伺う

123 91
第2部 第3章
個別施策19

新宿生活実習所は定員いっぱいの状況。今後
３か年、今の施設で生活介護利用者を受け入
れるのは不可能。利用者たちの活動の場を
削ってまで受け入れるのは許し難い。何か事
故、問題が活きてからでは手遅れです。今後３
か年計画の中に、生活介護施設の開設を入
れて下さい。

E意見として伺う

124 91
第2部 第3章
個別施策19

重度知的障害者の施設は、生活実習所とあゆ
みの家の一部、シャロームの一部だけです。
人数増による利用日数の制限はしないで生活
介護施設の新設をお願いします。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
特別支援学校卒業生の進路先確保及び障害の重度化・高
齢化への対応のため、区内の生活介護事業の充実を第一
次実行計画の計画事業として取り組みます。
　 あゆみの家において生活介護事業の定員拡充を図るほ
か、福祉作業所を多機能型事業所とし、既存の就労継続支
援B型事業に加え生活介護事業を実施することで、日中活
動の場の確保を図ってまいります。今後も利用者の動向を
踏まえ、適切な対応をしてまいります。
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125 91
第2部 第3章 個
別施策19

重い障害を持っている方を定員オーバーで受入れた
ら安全は確保できない。新宿生活実習所について移
転等を検討してほしい。

E意見として伺う

126 91
第2部 第3章 個
別施策19

生活実習所の定員拡充は現在の建物では難しい。
また、就労継続B型作業所の多機能化は高齢化へ
の対策であり、最重度の知的障害者に対応できるも
のではない。事業所の新規開設をめざしてほしい。

E意見として伺う

127 91
第2部 第3章 個
別施策19

生活実習所の不足に早急に対応をしてほしい。 E意見として伺う

128 91
第2部 第3章 個
別施策19

生活実習所の改修または新設を明記して下さい。来
年度以降の定員オーバーでは大きな事故のリスクは
高まります。

E意見として伺う

129 91
第2部 第3章 個
別目標3
個別施策19

生活実習所は定員がいっぱいで日中活動にも影響
が出ています。さらに定員を拡充する、また、就労継
続B型作業所の多機能化など名目だけの充実をア
ピールせずに事業所の新規開設をめざしてほしい。

E意見として伺う

130 91
第2部 第3章 個
別施策19

新たに生活介護施設を作る方針を掲げてほしい。多
機能化による生活介護の枠は高齢化への対策のは
ずで、新たに特別支援学校高等部生徒の実習生を
受入れている事に疑問を感じる。また就労継続B型
の定員を減らす事で就労にチャレンジする機会も
減ってしまうのではないか。

E意見として伺う

131 91
第2部 第3章 個
別施策19

新宿実習所は現在定員が上限まできています。個々
のパーソナルスパースが確保されず、既存の施設内
での活動にはかなりの制約が生じています。高齢化
による障害の重度化の場合と、学校卒業後すぐに生
活実習所を希望する場合とでは意味合いが違いま
す。生活実習所を新たに１つ作るという数値目標を明
記して下さい。

E意見として伺う

132 91
第2部 第3章 個
別施策19

新宿生活実習所の環境を（複数施設が同一建物に
入っている点等）改善してほしい。災害時に避難する
手段が何もない状態は問題です。

E意見として伺う

133 91
第2部 第3章 個
別施策19

新宿生活実習所の環境を（複数施設が同一建物に
入っている点等）改善してほしい。

E意見として伺う

134 91
第2部 第3章 個
別施策19

新宿生活実習所の環境を（複数施設が同一建物に
入っている点等）改善してほしい（移転、新設等）。

E意見として伺う

135 91
第2部 第3章 個
別施策19

新宿生活実習所の環境を（複数施設が同一建物に
入っている点等）改善してほしい。災害時の避難方法
もめどが立っていない状況です。また、新たな生活介
護施設を作れば解決できるのではないでしょうか。

E意見として伺う

136 91
第2部 第3章 個
別施策19

新宿生活実習所の環境を（複数施設が同一建物に
入っている点等）改善してほしい。新たな生活介護施
設を作ってほしい。

E意見として伺う

137 91
第2部 第3章 個
別施策19

生活介護施設の新設をしてほしい。 E意見として伺う

ご意見として伺います。
　特別支援学校卒業生の進路先確保及び障害の重度化・
高齢化への対応のため、区内の生活介護事業の充実を第
一次実行計画の計画事業として取り組みます。
　 あゆみの家において生活介護事業の定員拡充を図るほ
か、福祉作業所を多機能型事業所とし、既存の就労継続支
援B型事業に加え生活介護事業を実施することで、日中活
動の場の確保を図ってまいります。
　また新宿生活実習所の環境改善等については、活動室と
して使えるスペースの拡充をする等、整備を進めるほか、利
用者の数に応じた職員を配置するなど、利用者の動向を踏
まえ、適切に対応していきます。
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138 91
第2部 第3章 個
別施策19

区立指定管理の生活介護事業所の定員増に対して
は、看護職員も増員して下さい。

E意見として伺う

139 91
第2部 第3章 個
別施策19

あゆみの家の定員増に対する看護職員の増員をお
願いします。

E意見として伺う

140 91
第2部 第3章
個別施策19

「若年性認知症」に適したデイ・サービス（通
所）の増設がなければ在宅介護者の負担軽減
にならない事から、地域移行や地域定着まで
いかない。

E意見として伺う ご意見として伺います。

141 91
第2部 第3章
個別施策19

区立の指定管理施設の定員が増える場合に
は今と同じ体制でケアできるように職員を増や
してほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
　区立の指定管理施設において、定員を超えて利用者を受
け入れる場合、協定に沿った職員配置で、これまでと同じ体
制で支援できるよう、指定管理者と協議していきます。

142 91
第2部 第3章
個別施策19

新規施設の設置、就労から就労支援Ｂ型の施
設の新設による定員増加、看護師の増員を計
画の中に入れて下さい

E意見として伺う
ご意見として伺います。
なお、生活実習所の看護師の増員については、利用者の
状況をふまえ、指定管理者と共に検討していきます。

143 91
第2部 第3章
個別施策19

作業所終了後の居場所を作ってほしい。 E意見として伺う

ご意見として伺います。
区では、一人ひとりのサービス利用意向や日常生活・家族
状況などを勘案し、必要に応じて日中活動系の通所事業の
支給決定に移動支援や居宅介護等のヘルパー利用、日中
ショートステイ等の支給決定を合わせて行っています。通所
事業の終了後の余暇時間の支援については個別にご相談
ください。
日中活動系の事業を同日に2カ所利用することは、現行の
制度では制約がありますので、今後の課題といたします。

144 91
第2部 第3章
個別施策19

生活介護の中で食事や排せつのケアは大切
ですが、それだけでなく作業をするなど活動内
容充実させてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
現在も、生活介護事業の中で、利用者個人の特性に応じて
作業も実施しております。具体的な支援内容については、
施設にご相談ください。

145 91
第2部 第3章
個別施策19

素案は問題点（生活介護施設やB型作業所の
不足している現状）がわかり難く解決策が記入
されていない。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
素案のＰ９１、９２には障害者の高齢化、障害の重度化・重
複化や発達障害者、高次脳機能障害者に対応した日中活
動の場が必要とされているという趣旨の記載と就労継続Ｂ
型施設の多機能化、生活介護施設の定員拡充や、広域的
な情報収集、事業者への支援等の解決策が記載されてい
ます。

146 91
第2部 第3章
個別施策19

高田馬場福祉作業所を多機能化すると作業と
生活介護のスペースのすみわけが難しい。多
機能化は現在通所する方の高齢化のために
使い、分室等にし新たな生活介護を作ってほし
い。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
多機能化後は、就労支援B型作業所と生活介護のフロアを
別にするなど、利用者・支援者ともに混乱のないような施設
とすることを検討しております。
また、生活介護事業は、これまで高田馬場福祉作業所をご
利用いただいていた方の移行先としての機能も持つもので
す。
なお、現在別施設での分室という形での拡充は検討してお
りません。

147 91
第2部 第3章
個別施策19

生活実習所の看護師をもう一人増やして下さ
い。50人に1人はきついと思います。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
看護師の増配置については、利用者の状況を踏まえ、今
後、指定管理者と共に検討していきます。

ご意見として伺います。
あゆみの家の定員増や利用者の障害の重度化に伴い、過
不足ない支援の手が必要であり、また、職員の労働環境の
確保も重要であると考えます。定員増の際は、必要な職員
配置を指定管理者と協議し対応していきます。
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148 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホームを1年に1ヵ所新設してほしい。 E意見として伺う

149 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホーム（視覚障害者専用）の新設を
希望します。

E意見として伺う

150 93
第2部 第3章
個別施策20

重度障がい者（身体・知的）のためのグループ
ホーム設置推進を計画に入れて下さい。

E意見として伺う

151 93
第2部 第3章
個別施策20

肢体不自由者のグループホームの新設を希
望します。

E意見として伺う

152 93
第2部 第3章
個別施策20

親亡き後にも安心して住み続けられるために、
数値目標として1つ以上区内にグループホー
ムを掲げてほしい。

E意見として伺う

153 93
第2部 第3章
個別施策20

親亡き後も新宿に住み続けられるようにグ
ループホームの新設を希望します。新宿区に
生まれ育ち地域になじんでいる本人が今後も
住み続けられるように、段階的に数値目標を
設定し、グループホームを増設してください。

E意見として伺う

154 93
第2部 第3章
個別施策20

親の高齢化でグループホームを考えますが、
重度の知的障害者のホームは数が少ない。親
亡き後を考えてグループホームの設置をして
下さい。

E意見として伺う

155 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホームの整備運営について、設置相
談を受けた場合には、とありますが、区として
積極的にグループホームの増設を計画する
旨、計画に入れて下さい。区の積極的な姿勢
を期待しています。

E意見として伺う

156 93
第2部 第3章
個別施策20

区内に肢体不自由者対象のグループホームを
新設していただき、今と同じような毎日を送れ
ることを望みます。区立でとか、肢体単独でが
難しいなら、民間支援やどこか併設でも、障害
があってもずっと同じ地域で暮らせる新宿区で
あれば、嬉しい限りです。どうか肢体不自由者
対象のグループホームの新設計画をお願い致
します。

E意見として伺う

157 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホーム（聴覚障害者専用）の新設を
希望します。ホーム職員とのコミュニケーション
が円滑に通じるように。

E意見として伺う

158 93
第2部 第3章
個別施策20

区内の重度心身障害者、肢体不自由のグ
ループホームの建設をお願い致します。親が
亡き後も住み慣れた地域で生きていけるよう、
安心して親が死ねるようにしてください。

E意見として伺う

159 93
第2部第3章
個別施策20

親も高齢になってきて、持病もあり、今自分た
ちの親の介護も加わり、今後本人へのサポー
トが難しくなってきます。本人の通う作業所の
近くに是非グループホームを作って下さい。

E意見として伺う

160 93
第2部 第3章
個別施策20

重度障害者に対応した手厚い介助のできるグ
ループホームを作っていただきたい。

E意見として伺う

161 93
第2部 第3章
個別施策20

介護者の高齢化等に対応するため、肢体不自
由者に対し、区内にグループホームの新設を
お願いします。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
社会福祉法人等の特性を活かしながら、多様なグループ
ホームの整備につながるよう、対象とする障害や障害の程
度、開設時期について、協議していきます。

グループホーム設置に関するご意見：42件
（内訳）
B（ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです）：
3件
C（ご意見の趣旨に沿って計画を推進します）：
14件
D（ご意見は今後の取組みの参考とします）：2
件
E（ご意見として伺います）：20件

区は基本的な方針として、在宅での生活が困

難になった方や入所施設等から地域移行を望む

方の受け皿として、建設費の助成等を行いグ

ループホームの設置の促進を目指していきます。

グループホームの整備運営について、設置相談

を受けた場合には、必要な情報を提供し、設置

につなげられるよう事業者を支援していきます。

グループホームの設置主体や障害種別などを
限定せず、対象とする障害や障害の程度、開設
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162 93
第2部 第3章
個別施策20

軽度の人のグループホームの新設を希望しま
す。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

163 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホームが増加してくれることを切に願
いますが、現実問題として難しい事であると考
えております。軽度の障がい者を持つ親とし
て、将来の暮らしには不安を感じます。親亡き
後も安心して住める場所のサポートが充実す
ることを望みます。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

164 93
第2部 第3章
個別施策20

親亡き後も兄弟が面倒を見るという関係では
なく、それぞれの人生を中心に考えられる社会
になってほしい。そのために安心して住める場
所の確保を（グループホームを含む）

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

165 93
第2部 第3章
個別施策20

将来の事が不安です。ぜひグループホームの
建設をお願いします。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

166 93
第2部 第3章
個別施策20

親子高齢化、親亡き後も当事者たちが地域で
安心して暮らせるグループホーム・施設開設に
向けて空家・公営住宅の利用を推し進めて下
さい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

167 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホームと施設の新設を希望します。
C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

168 93
第2部 第3章
個別施策20

新宿区内の施設またはグループホームを増や
して頂きたいと思います。現状ではまだまだ不
足しています。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

169 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホームを増やして下さい。
C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

170 93
第2部 第3章
個別施策20

知的障害者に対してグループホームの設置数
が少ないので高齢化の進んだ本人の居場所
がありません。親亡き後の生きていくところが
無いです。障害の重さはそれぞれ違い100通り
です。新宿区で暮らすすべての障害者がよ
かったと言える生活を手に入れられるように、
お願いいたします。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

171 93
第2部 第3章
個別施策20

知的障害者の地域移行と地域生活支援のた
めに住み慣れた区内でのグループホーム、入
所施設の増設を希望。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

172 93
第2部第3章
個別施策20

グループホームの数も少なく、計画に入れてほ
しいと思います。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

173 93
第2部第3章
個別施策20

障害が重くても、遠くの大規模入所施設ではな
く、街の中に当たり前にあるグループホーム
で、日中活動の場に通いながら支援者の支援
を受けて過ごすことが最もあるべき姿だと思い
ます。グループホームは開設まで長い時間が
かかり、これからもっともっと数が必要になりま
す。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
区では、都の制度に整備費用補助を上乗せするなど、民間
によるグループホーム設置促進を支援していきます。
 また、活用できる公有地があるときはグループホーム設置
を視野に入れて検討し、社会福祉法人等に対して必要な情
報を提供するなど、設置を支援していきます。
 対象とする障害や障害の程度、開設時期については、社
会福祉法人等と協議し、法人の特性を活かしながら、多様
なグループホームの整備につながるよう、取り組んでいきま
す。
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174 93
第2部 第3章
個別施策20

入所者の高齢化による必要性が増えると感じ
るため、グループホームでの医療的ケアへの
対応を希望します。

D今後の取組の
参考とする

175 93
第2部 第3章
個別施策20

重度の障害者が生活するためにグループホー
ムで訪問看護を利用できることは重要です。

D今後の取組の
参考とする

176 93
第2部 第3章
個別施策20

主たる支援者である家族の高齢化により、緊
急性が高い短期入所や日中一時預かりが増
えています。短期的なものもあれば、ショート
やミドル対応で短期入所事業所が対応するこ
とが可能ですが、入院が長引く、死亡してしま
うなどにより、生活拠点を変えなければならな
いケースも多くなっているために、グループ
ホームや24時間の支援が整った施設の拡充
が急務と言えます。また、地域生活への移行
にあたっては、入所支援施設などからグルー
プホームなどへの移行が計画されています
が、現状の区内のグループホームの数では、
移行させるにも待機者が多く、移行先を見つけ
ることが困難です。区設民営によるグループ
ホームの建設を計画化して下さい。

E意見として伺う

177 93
第2部 第3章
個別施策20

区立民営で肢体不自由者のグループホーム
（福祉ホーム）を計画して下さい。

E意見として伺う

178 93
第2部 第3章
個別施策20

区立民営のグループホームの新設をお願いし
ます。

E意見として伺う

179 93
第2部 第3章
個別施策20

区内は地価も高く、広いスペースや機器が必
要なことから重度肢体不自由者のグループ
ホームは新設されていない。民間事業者への
支援ではなく、区立民営の福祉ホーム・重度身
体障害者グループホームの新設を計画して下
さい。

E意見として伺う

180 93
第2部 第3章
個別施策20

新規福祉施設の開設に際してはグループホー
ムの組み込みを検討して下さい。その際は別
法人でも運営が可能になるような仕組みを創
設して下さい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

181 93
第2部 第3章
個別施策20

新しく福祉施設が出来る時には、敷地内や建
物内にグループホームを入れて下さい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

182 93
第2部 第3章
個別施策20

重度身体障害者のためのグループホーム設
置のために事業者に対し区有地等の情報提
供をしてください。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

183 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホーム設置推進のために区有地等
の活用をしてください。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

184 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホーム設置のために区有地等の情
報提供をお願いします。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

185 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホームもしくは高齢化した親と一緒に
入居できる老人ホームの新設を希望します。

E意見として伺う ご意見として伺います。

ご意見の趣旨は素案の方向性と同じです。
活用できる公有地等がある場合、グループホームの整備に
つながるよう、引き続き、社会福祉法人等への積極的な情
報提供に努めます。

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
設置促進に向け、特別養護老人ホーム等との合築なども視
野に入れ、関係部署と協議しながら、積極的に検討してい
きます。

ご意見は今後の取組の参考とします。
障害の重度化や高齢化への対応の必要性については、認
識しています。グループホームでの医療的ケアについて
は、社会福祉法人等と協議し、法人の特性を活かしなが
ら、多様なグループホームの整備につながるよう、取り組ん
でいきます。

ご意見として伺います。
　今のところ区立民営のグループホームの新規設置の予定
はありません。
　社会福祉法人等への必要な情報提供が設置促進につな
がるものと認識しており、機会を捉えて積極的な情報提供
に努めます。
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186 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホームそばにサテライト居室を確保
し、自立していくことでグループホームを循環さ
せられるような仕組みを作ってほしい

E意見として伺う

ご意見として伺います。
本年11月に開設されたグループホームに、ショートステイ１
床が併設されましたので、ご利用ください。今後の利用状況
を見守るとともに、社会福祉法人等がグループホームを整
備する際には、ショートステイの併設について法人と協議を
していきます。区内のグループホームに空きができた場合、
区民が入居できるよう、法人と協議していきます。

187 93
第2部 第3章
個別施策20

親亡き後も安心して住める場所の確保を具体
的な施策で示してほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
区では、重点的な取り組みとして、地域生活支援体制の推
進を掲げています。地域で生活していた障害者が生活基盤
を失ったり、状況が大きく変化した状況においても、地域で
の生活が継続できるように、地域の体制づくりを検討してい
きます。

188 93
第2部 第3章
個別施策20

現在ある二か所の重度身体障害者グループ
ホームの入居者も高齢化・重度化しています。
今後これらの利用者に対するホームヘルパー
の支給量が減ることのないようにしてください。

E意見として伺う
ご意見として伺います。
現在入居している利用者の方の状況を把握させていただき
ながら、日常生活に支障がないように対応していきます。

189 93
第2部 第3章
個別施策20

障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害者が
円滑に民間住宅を借りられるよう行政からの
支援により不当な拒否を解消して頂きたい。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は素案の方向性と同じです。
　高齢者や障害者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を支
援するための二つの施策を更に拡充します。一つ目は、住
宅相談における住み替え相談によるサポート体制の強化で
す。区内不動産業団体が指定した住み替え促進協力店を
通じて家主への啓発を図るとともに、住宅相談員が、空き
物件情報を提供します。二つ目は、賃貸借契約に伴い保証
委託契約をした場合に支払った保証料の一部を助成しま
す。保証委託契約の締結は、家主さんが安心して賃貸借契
約を締結する手立てのひとつになります。

190 93
第2部第3章
個別施策20

親亡き後のこととして、グループホーム・入所
施設を拡充してほしい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
　区としては、都の制度に整備費用補助を上乗せするなど、
民間によるグループホーム設置促進を支援していきます。
　 また、活用できる公有地があるときはグループホーム設
置を視野に入れて検討し、社会福祉法人等に対して必要な
情報を提供するなど、設置を支援していきます。
　なお、現在区内には入所施設として「新宿けやき園」及び
「シャロームみなみ風」がありますが、安定した施設運営や
支援体制の向上に向けて運営事業者と協力していきます。

191 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホーム、短期入所の新設を希望しま
す。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

192 93
第2部 第3章
個別施策20

グループホームには入れず、短期入所も使い
たいときに使えない。親亡き後もすぐ受け入れ
てもらえる場を作ってほしい。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

193 95
第2部 第3章
個別施策21

けやき園の支援員を増員してほしい。
D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
新宿けやき園は、民間の施設であることから区が人員を増
やすことはできませんが、適切な職員配置がなされるよう助
言・指導を行っていきます。

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
区では、都の制度に整備費用補助を上乗せするなど、民間
によるグループホーム設置促進を支援していきます。
　 また、活用できる公有地があるときはグループホーム設
置を視野に入れて検討し、社会福祉法人等に対して必要な
情報を提供するなど、設置を支援していきます。
    対象とする障害や障害の程度、開設時期については、
社会福祉法人等と協議し、法人の特性を活かしながら、多
様なグループホームの整備につながるよう、取り組んでいき
ます。
　 その際、短期入所の併設についても併せて法人と協議を
していきます。
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194 100
第2部 第3章
個別施策24

就労定着支援が創設され、ますます企業に対
しての理解の促進が必要であると考えます。
障害者の受け入れ企業の拡充を図るなどの取
り組みを計画化をして下さい。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。　新宿区勤労
者・仕事支援センターでは、国の障害者雇用施策や企業支
援策を活用するため、ハローワーク等の関係機関と連携し
て、企業に対して障害特性や配慮事項を伝えたり、雇用管
理上の助言を行ったりすることで、障害者に対する理解促
進を図っています。また、雇用を検討している企業に対し
て、求めに応じて情報提供や助言を行っています。

195 100
第2部 第3章
個別施策24

視覚障害者の一般企業への就労推進やマッ
サージなど有資格者への就労支援をしていた
だきたい。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
就労継続支援B型事業所に対しては、補助要綱に沿って補
助を実施しています。
障害者福祉センター内のマッサージ室については、利用が
増えるよう、区報への案内の掲載等、今後も積極的な広報
に努めます。
また、高齢者の健康増進及び福祉の向上を図るとともに、
マッサージの施術に携わる視聴覚障害者の施術の機会を
提供することを目的とし、区内在住の60歳以上の方を対象
に、シニア活動館、地域交流館、清風園で高齢者マッサー
ジサービスを実施しています。また、平成30年２月に開館し
た「薬王寺地域ささえあい館」においても、マッサージサービ
スを実施しています。

196 101
第2部 第3章
個別施策25

就労支援の充実のために実習や研修機会を
増やす等を行ってほしい。

E意見として伺う ご意見として伺います。

197 104
第2部 第3章
個別施策26

就労定着支援の対象にならない障害者（学校
卒業後直接就労した場合）も区の独自施策に
より就労定着支援の対象者としてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
国の示す枠組みから外れた学校やハローワークから直接
一般就労した障害のある方を独自施策により対象とする事
はできませんが、従来、新宿区勤労者・仕事支援センター
等で実施している職場定着のための支援を利用することが
できます。

198 106
第2部 第3章
個別施策27

手話通訳者の報酬面の処遇改善を図り、積極
的にに手話通訳者の仕事を提供できる仕組み
について検討して下さい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。
聴覚障害者が区の各課窓口で円滑な手続きが行われるよ
う、毎週火曜日と金曜日に本庁舎１階に手話通訳者を設置
しているほか、筆談用具を常備するなどコミュニケーション
の利便を図っています。区役所や特別出張所に常時通訳
者を置く予定はありませんが、区が実施する事業（協議会、
説明会等）へ円滑に手話通訳者が設置されるよう、派遣事
務を障害者福祉課でとりまとめて、派遣の充実に繋げてい
ます。このような取組みを通じて手話通訳者の就労機会を
増やすことで少しでも、手話通訳者の身分保障となるよう努
めていきます。

199 110

第2部 第3章
個別施策30
個別施策33
個別施策34

障害者差別解消法の認知度を高める取り組
みを継続的に実施し、心のバリアフリーの促進
に努めて下さい。特に人間形成時期である学
齢期に取組んでほしい。障害理解・啓発につ
いては、スクールカウンセラーに日常的に相談
できる対応を検討してほしい。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

　ご意見は計画の内容に含まれています。
　区立学校では、平成29年度より障害者スポーツ体験を軸
とした障害者理解教育を推進しています。活動をとおして、
児童・生徒は障害への理解を深めています。
　スクールカウンセラーについては、都のスクールカウンセ
ラーが全小・中学校に配置され、区独自に採用しているス
クールカウンセラーと合わせて、小学校では週2日～3日、
中学校には週3日配置しています。現在のところ、常勤化の
予定はありません。
　ご指摘のとおり、スクールカウンセラーは、カウンセリング
や臨床心理学の専門的な知識・技能を有することから、学
習面や行動面で困難を示す児童・生徒への支援に係る助
言・援助等を行うとともに、教職員と連携して、児童・生徒の
心の健康保持に努めてまいります。
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200 110
第2部 第3章
個別目標6 個
別目標7

個別目標6「障害者の権利を守り安心して生活
できるための支援」と個別目標7「 こころのバリ
アフリーの促進」は一つにまとめられるのでは
ないか。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は今後の取組の参考とします。

201 110
第2部 第3章
個別施策30

区職員の現場からの撤退が進んで、障害者の
生活実態をきちんと知る区職員が減少してい
ます。これにより、障害者のニーズや咄嗟の対
応が出来ない職員が増えてきています。数回
の研修や対応マニュアルだけでは、「質のいい
サービス」は提供出来ません。障害施設現場
研修を増やす政策を盛り込んで下さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
ご指摘の通り、区立障害者福祉施設が区営から指定管理
者による運営に順次切り替えられたことにより、区職員で障
害者福祉施設での現場経験者は減少しています。区では、
区立指定管理施設での現場実習や、民間事業所も含めた
職員の相互研修、知的障害・自閉症疑似体験を盛り込んだ
職員研修を実施し、今後とも職員の障害理解の促進に努め
ていきます。

202 110
第2部 第3章
個別施策30、
個別施策33

障害者の権利擁護について、障害者の自己決
定権を尊重した意思決定支援に言及してほし
い。障害理解への啓発活動の推進について、
障害疑似体験等を具体的に取り上げてほし
い。

A意見の趣旨を
計画に反映する

ご意見の趣旨を計画に反映します。
障害者の人権尊重、意思決定支援の重要性について、記
載することとします。障害理解の啓発について、障害疑似体
験の記載を追加します。

203 115
第2部 第3章
個別施策33

外見から分からない障害者に対するヘルプ
カードのようなものがあればよい。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
ヘルプカードは、特に、聴覚障害者や内部障害者、知的障
害者など、一見、障害者とはわからない方が周囲に支援を
求める際に有効です。

204 115
第2部 第3章
個別施策33

障害者差別解消法の周知について、当事者団
体との連携協力や障害理解のためのキャラバ
ン隊の活用等具体的な方策を明記してほし
い。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
頂きましたご意見のように、当事者・ご家族との連携協力が
障害理解を後押しすると考えています。障害者疑似体験等
の取組の充実について記載を追加します。

205 117
第2部 第3章
個別施策34

オリ・パラの機運に乗って力を入れられている
が、オリ・パラ後も継続して障害理解教育の推
進、福祉教育の充実をするべき。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

　ご意見は計画の内容に含まれています。
　区立学校で推進する障害者理解教育については、東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として実施
するもので、大会終了後も継続していく予定です。
　各学校での取組みの具体的なあり方については、平成28
年度に指定したモデル校の実践を各学校に周知するととも
に、児童・生徒が授業の中で活用できる区独自の教材を開
発する予定です。

206 117
第2部 第3章
個別施策34

障害者理解教育の推進について　介護者の体
験談など家族会などの協力を得て、出前式の
講演などを利用。大掛かりではなく、ミニ集会
が効果的である。

E意見として伺う ご意見として伺います。

207 117
第2部 第3章
個別施策34

障害者理解教育の推進について家族会会場
などを利用しての啓発活動が効果的である。

E意見として伺う ご意見として伺います。

208 117
第2部 第3章
個別施策34

教育関係者に対する高次脳機能障害者への
理解を深める為の施策をお願いします。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
教育委員会では、教員の障害者理解を進めるために、年間
を通してさまざまな研修を実施しています。今後も計画的な
研修を行い、教員の障害に対する理解促進を図ってまいり
ます。

209 117
第2部 第3章
個別施策34

障害者疑似体験を職員研修だけでなく各施設
や区民の理解啓発にも活用する旨、計画に載
せて下さい。出来れば、学校などで児童の時
から理解が進められるよう計画に載せて頂き
たいです。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
　区立学校では、平成29年度より障害者スポーツ体験を軸
とした障害者理解教育を推進しています。各学校では、障
害者スポーツ体験の前後で、疑似体験を取り入れる等、事
前・事後学習の中で障害への理解を深めています。
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210 117
第2部 第3章
個別施策34
個別施策36

エレベーターやスロープ等学校のバリアフリー
化を行ってください（災害時の避難所として、ま
た、副籍交流に車いすの児童も参加できるよう
に）。

D今後の取組の
参考とする

　新宿養護学校では、保護者希望をもとに、児童・生徒の地
域の小・中学校と連携して年数回交流しています。その結
果、子どもと地域の方が顔見知りになったり、地域の行事
等で声をかけ合ったりするなど、交流が進んでおります。
　学校施設のバリアフリー化については、できる範囲で進め
てきましたが、現状、十分でないことは認識しています。ま
た建物の構造上、エレベーターの設置などは困難なケース
も多いため、大規模改修等に合わせて施設の状況に応じた
適切な措置を行っていきます。

211 120
第2部 第3章
個別施策36

「互いに交流しあえる機会の充実」について出
前式の講演などを利用。大掛かりではなく、ミ
ニ集会が効果的である。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
必要に応じて患者会や家族会などの協力を得て講習会を
開催することもあります。今後もいろいろな機会を捉えて、
互いに交流しあえる機会の充実を図っていきます。

212 120
第2部 第3章
個別施策36

学生の学習として「家族会に参加」し、介護者
や障害者との交流してはどうか。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
年代に限らず、障害のある人と障害のない人とが相互に理
解し合うことは障害理解の促進につながる重要な機会であ
ると認識しています。

213 124
第2部 第3章
個別施策39

点字ブロックの敷設をすすめてほしい。
（例）諏訪通りは、西早稲田駅から（区立）障害
者福祉センターまでよく利用するので、途切れ
ず敷設してください。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

　ご意見の趣旨は、素案の方向性と同じです。
　今後も、視覚障害者誘導用ブロックの設置等の整備を進
めていきます。
　なお、諏訪通りへの設置については、道路管理者である
東京都にご意見を伝えます。

214 124
第2部 第3章
個別施策39

音響信号がまだまだ少なく、音響が止まる時
間帯もある。大きな道路を無音時に横断する
のは非常に危険を感じる。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は、今後の取組の参考とします。
ご意見は、信号機を管理している警察に伝えます。

215 124
第2部 第3章
個別施策39

駅構内のホームドアの設置やエスカレーター
の上り下りのアナウンスによる安全確保をして
ください。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は、今後の取組の参考とします。
鉄道駅の安全性向上や、快適な利用空間を整備するため、
ホームドア・エレベーターの設置促進を図ります。
エスカレーターの案内については、課題として捉えていま
す。

216 124
第2部 第3章
個別施策39、
40

ユニバーサルデザインを基本としたまちづくり
の促進、人にやさしい建築物づくりについて検
討会を実施し、意見が反映できる場を設置して
下さい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見は、今後の取組の参考とします。
一定規模の建築物では、バリアフリー法や東京都福祉のま
ちづくり条例などに基づき建設されています。今後、一定規
模の建築物の建設を行う際には、ユニバーサルデザインを
取り入れた建築物の整備を進めるため、さまざまな利用者
の意見が反映できるように検討してまいります。

217 127
第2部 第3章
個別施策40

新宿区内のトイレに、収納式多目的シート、パ
ブリック用折り畳みシート（ＴＯＴＯ参照）をもっ
と増やしてほしい。また、そのマップを作成して
ほしい。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
新宿区の公式ホームページで区内の公共施設や鉄道駅、
商業施設などのバリアフリー情報を発信しています。その
中には多目的シートの有無についても掲載されており、バリ
アフリーマップは1年に１回更新しています。

218 128
第2部 第3章
個別施策41

災害時に個々の障害者がどの福祉避難所を
利用するか調査、確認してほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
現在、区立障害者施設を福祉避難所としていますが、区内
民間障害者施設を福祉避難所として開設できるよう、民間
事業者との協定締結を進めています。
一方、災害が起きても自宅で暮らし続けられるよう、備える
ことが重要である旨周知していきます。
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219 128
第2部 第3章
個別施策41

災害時、真に必要な要配慮者は最初から福祉
避難所を利用できるような計画にしてください。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
避難所については、原則として、地域による学校等の一次
避難所が開設され、続いて準備が整い次第、福祉避難所
が開設されます。
現在、一次避難所では、障害者・高齢者等の要配慮者の方
のためのスペースの確保を進めており、福祉避難所につい
ては、区立障害者施設のほか、区内障害者施設を福祉避
難所として開設できるよう、民間事業者との協定締結を進
めています。

220 128
第2部 第3章
個別施策41

災害時の行動は個々の障害者の状況により
異なるため、災害時の個別計画を平時のうち
にしっかり作って下さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
避難すべきかどうかは、個々の障害の状況よりも、自宅や
周辺の被災の状況によって変化すると考えています。
それを踏まえて、個別計画については、要配慮者災害用セ
ルフプランのひな形を作成・公開し、自助・共助を促して参り
ます。

221 128
第2部 第3章
個別施策41

避難所に行けない障害者にも確実に物資や情
報が届くように、事前にパスを発行する等の仕
組みの構築をしてください。

E意見として伺う

　ご意見として伺います。
　首都直下地震などの災害発生時には、防災スピーカーを
はじめ、公式ホームページ、エリアメール、公式ツイッター、
フェイスブック、ラインなど、様々なツールを活用して、迅速
かつ的確に情報提供を行います。なお、これまでの大規模
災害では、ライフライン停止時もラジオによる情報収集が有
効であったと報告されていますので、各家庭においても、食
糧等の備蓄のほか、ラジオの用意もお願いします。
　また、災害時には「人・物・情報」が集まる学校避難所を地
域の災害活動拠点とし、応急活動を行うこととしています。
ご心配されている在宅避難者への支援については、防災区
民組織、民生委員・児童委員、避難所運営管理協議会及び
避難者などの協力を得ながら、食糧等の配給や災害情報
等の提供などの支援活動を実施します。
　ただ、発災時に、大切な生命・財産を守るためには、自助
による事前の備えと、共助による助け合いが非常に重要で
す。まず、自宅の耐震診断、家具類の転倒移動防止、食糧
等の備蓄のほか、日頃からご近所とのお付き合いを大切に
し、顔の見える関係づくりに取り組んで下さい。
　ご提案のパスの発行については、ご意見として伺います。

222 128
第2部 第3章
個別施策41

高齢者緊急通報システムについて聴覚障害者
も対象としてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
 区が実施する緊急通報システムには高齢者緊急通報シス
テムと身体障害者等緊急通報システムの2種類がありま
す。いずれもご自宅に、警備会社（東京消防庁）へ通報でき
る無線発砲器を設置するものです。高齢者緊急通報システ
ムは、65歳以上の一人暮らし等で慢性疾患があるなど日常
生活を営む上で常時注意を要する方を対象としています。
また、身体障害者等緊急通報システムは身体障害者手帳
1，2級の方を対象とし、障害種別や年齢を限定していませ
ん。個別の状況に応じて対応いたしますのでご相談くださ
い。
　また、東京消防庁では、音声（肉声）による119番通報が
困難な聴覚障害者等を対象とした火災や救急などの通報と
して、緊急ネット通報及び119番ファクシミリ通報を整備して
います。
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223 128
第2部 第3章
個別施策41

避難所で中長期生活する事も想定し災害時の
避難所や、仮設住宅の整備にあたっては区独
自にユニバーサル住宅ガイドラインの作成を
検討して下さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
避難所のバリアフリー化については、小、中学校等、避難
所となるそれぞれの施設の中長期修繕計画による改修の
際に障害者の方にも配慮した設備整備を検討します。ま
た、女性・障害者の視点を入れた避難所対策として要配慮
者専用スペースの設置等を避難所運営に反映しています。
応急仮設住宅は、災害救助法が適用された地域において、
震災により住家を滅失し自己の資力では居住する住家を確
保できない被災者に対し応急的に都道府県が供給するも
ので、区市町村は建設用地を提供することとなっています。
東京都地域防災計画には、高齢者や障害者世帯に配慮し
た設備・構造の住宅を建設する旨明記されています。

224 141

第3部第2章
第4期新宿区
障害福祉計
画の成果目
標と実績

第4期新宿区障害福祉計画の成果目標と実績
以外の部分も全て検証し一層充実をさせてほ
しい。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。
第4期の目標としてＰＤＣＡサイクルで検証をした項目以外
についても例えば、サービスの必要量見込については過去
の実績と実現可能な整備量、今後のニーズ等を踏まえて検
討しています。また、個別施策についても数値化できない指
標も多くありますが、一つ一つ検証した上で今後の方向性
を検討しています。

225 145

第3部 第3章
1 第1期新宿
区障害児福
祉計画の目
標

第３章-１ 第１期新宿区障害児福祉計画の成
果目標１について
「重度心身障害児を支援する児童発達支援及
び放課後等デイサービス事業所の確保」として
を区内に少なくとも１ヵ所以上事業所を確保す
るとしているが、医療的ケア児も含まれている
のか。また、需要ニーズに対し、充足できてい
ない部分の代替手段や、より早期に毎日利用
できる規模の事業所の確保を望む。

E意見として伺う

226 145

第3部 第3章
1 第1期新宿
区障害児福
祉計画の目
標

医療ケア児を受け入れる放課後デイサービス
は、32年度までに少なくとも一か所設置という
目標になっていますが、すでにある事業所を
1ヵ所と考えています。しかし、医療ケア児の受
け入れは月に２日と限られており、その状態で
１ヶ所整備済みとするのは乱暴すぎます。すで
に達成した目標をかかげたり、すでにあるもの
を今後の目標かのように発表するのは、問題
だと思います。具体的施策を明らかにし、説明
してほしい。

E意見として伺う

227 145

第3部 第3章
1 第1期新宿
区障害児福
祉計画の目
標

第１期新宿区障害児福祉計画の成果目標１に
ついて「重度心身障害児が利用可能な児童発
達支援及び放課後等デイサービス事業所を区
内に少なくとも1箇所以上確保します」という目
標に対し、すでにある事業所を以て整備済み
としているが、常時利用できる事業所ではな
い。週５日医療的ケア児を受入れられる事業
所もしくは既存の事業所と別に少なくとも１ヵ所
以上確保するという目標を掲げて欲しい。

D今後の取組の
参考とする

ご意見として伺います。
障害児福祉計画及び障害福祉計画の目標については国が
示す基本指針及び都の目標設定の考え方を参考に、区が
設定しています。すでに整備済みと捉えている目標もありま
すが、計画期間中に、実現可能なものから一層の充実を
図っていきたいと考えます。特に医療的ケア児の支援につ
いて十分でないというのは重々承知していますので、今後
充実に努めたいと思います。
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228 145

第3部 第3章
1 第1期新宿
区障害児福
祉計画の目
標

医療的ケア児のための協議の場は既存の協
議会ではなく新たな設置を望みます。

E意見として伺う

229 145

第3部 第3章
1 第1期新宿
区障害児福
祉計画の目
標

医療的ケア児のための協議の場は既存の協
議会ではなく新たな協議の場の設置を望みま
す。

E意見として伺う

230 145

第3部 第3章
1 第1期新宿
区障害児福
祉計画の目
標

肢体不自由児の放課後子どもひろばはすでに
実施している認識との事だが、不定期開催で
は到底実施しているとは言い難い。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
区立小学校及び新宿養護学校での放課後子どもひろばは
放課後等デイサービスとは異なる事業のため、障害児福祉
計画の目標設定には該当していません。
新宿養護学校での放課後子どもひろは、月に２回程度、
NPO法人ひまわりProjectTeamに委託して実施してます。看
護師の確保などの課題がありますが、回数を増やせないか
今後検討していきます。

231 151

第3部　第4章
サービス必要
見込量、サー
ビス提供体制
確保の方策

障害福祉サービスの必要量見込について、各
事業所の具体的な数字（現状と今後の推移、
解決策、数）を表記してほしい

E意見として伺う

ご意見として伺います。
素案には区内の事業所のみ記載していますが、実際には
区外（東京都）、都外の事業所を利用されている方も多くお
られます。必要量見込みは、区内の事業所だけでなく、区
民の方が利用されている事業所全てを対象に算出していま
す。サービスの種類により方法は異なりますが、各施設の
定員と実際のひと月の利用者数など今後の需要に大きく影
響を及ぼすものについては、詳細な計算を行っています
が、全体的に検討を行っているサービスもあります。スペー
スの関係で一つ一つの事業所についての分析を掲載する
事はできません。

232 153

第3部 第4章
1障害児通所
支援　　3放課
後等デイサー
ビス

医療連携加算の周知だけで医療的ケアへの
体制確保の方策は十分ではない。事業所と利
用者のニーズにあった形になっているのか十
分検証し、必要に応じて改善してほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
民間事業所に対する働きかけとしてできる事を記載してい
ます。現状の仕組みの中でできる事を行いながら事業所の
確保に努めています。

233 161

第3部　第4章
2障害福祉
サービス　6生
活介護

生活介護の定員の増加によるサービスの内容
や質が低下しないようお願いします

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
生活介護の定員増や利用者の障害の重度化に伴い、過不
足ない支援の手が必要であり、また、職員の労働環境の確
保も重要であると考えます。定員増の際には、必要な職員
配置を指定管理者と協議し対応していきます。
また、区では、地域生活支援体制の推進の一環として研修
事業を実施し、区内各事業所のサービス水準の向上・標準
化を図っています。

234 164

第3部 第4章
2障害福祉
サービス　15
グループホー
ム

障害福祉計画に記載されているグループホー
ムの見込み量について、3年間での伸びは到
底ニーズを満たしているとは言えないため再
考を望む。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
グループホームの見込量については現状を分析した数で
す。給付の状況を想定して、そのような数字になっていま
す。需要数と必ずしも一致していません。今後とも設置促進
をめざし、設置相談を受けた場合には、必要な状況を提供
し、設置につなげられるような事業者を支援します。

235 173

第3部 第4章
3地域生活支
援事業　103
相談支援

「相談支援」　相談支援窓口の連携強化に出
前式の講演などを利用。大掛かりではなく、ミ
ニ集会が効果的である。

E意見として伺う ご意見として伺います。

ご意見として伺います。
協議で検討する内容は新たな協議会でも既存の協議会を
活用した場であってもまた、参加する関係機関の職員も重
複する事が多いと予想されます。沢山の会議体が増えてい
くよりも、既存の会議体を活用する方が継続的な協議や検
討が可能であるメリットを重視し、新たな会議体を持つこと
は検討していません。
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236 174

第3部 第4章
3地域生活支
援事業　105
障害者自立
支援協議会

障害者自立支援協議会の専門部会、作業部
会の体制の見直しを明記して下さい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
障害者自立支援協議会では、サービスを担う人材の育成
や地域の社会資源ネットワークの有効活用のため、多様な
構成員により、実効性を高める協議を行っていきます。

237 175

第3部 第4章
3地域生活支
援事業　107
成年後見制
度利用支援

成年後見制度を使いやすい制度にしてほし
い。

B意見の趣旨は
計画の方向性と
同じ

ご意見の趣旨は計画の方向性と同じです。　区では、認知
症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でな
い人でも地域の中で安心して暮らし続けられるように、成年
後見制度の推進機関である新宿区成年後見センターを中
心に、成年後見制度の普及啓発や相談機能の充実等を行
い、制度の利用促進を図っています。
　また、制度の利用が必要な人に対する専門相談や申立費
用等助成を行うとともに、市民後見人の養成と活用に取り
組んでいます。今後、関係機関との連携を強化しながら、新
宿区社会福祉協議会による法人後見を実施し、判断能力
が十分でない人が地域で安心して生活できるさらなる支援
体制づくりに取り組んでいきます。

238 178

第3部 第4章
3地域生活支
援事業　117
意思疎通支
援者養成研
修事業

手話通訳者の身分保障と手話講習会を増や
すことで手話通訳者を増やしてください。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
区が実施する事業（協議会、説明会等）へ円滑に手話通訳
者が設置されるよう、派遣事務を障害者福祉課でとりまとめ
て、派遣の充実に繋げています。このような取組みを通じて
手話通訳者の就労機会を増やすことで少しでも、手話通訳
者の身分保障となるよう努めていきます。
また、日中活動できる手話通訳者を確保するため、平成30
年度は昼間のクラスの割合を付増やす等、実際に活動でき
る手話通訳者を養成する取組を行います。

239 183

第3部 第5章
サービス利用
における利用
者負担と軽減
措置

補装具の負担率３％を見直していくとあります
が、低所得者、生活保護者と多少収入がある
世帯との負担格差がないようにしてほしい。

E意見として伺う

240 185

第3部　第5章
新宿区におけ
る利用者負担
の軽減措置

補装具費の負担軽減見直しについて子育て世
代の負担が大きくなり過ぎないように細かな段
階を設けるなど考慮してほしい。

E意見として伺う

241 183

第3部　第5章
サービス利用
における利用
者負担と軽減
措置

サービス利用における自己負担割合について
段階的に上げてほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
補装具費については、障害者総合支援法では障害者等又
はその世帯員（18歳以上の障害者は配偶者のみ）が区市
町村民税所得割額46万円以上の場合は支給対象外として
いますが、区では独自に支給対象としてきました。今後とも
支給対象とすることに変わりはありませんが、国の平成30
年度からの補装具貸与制度の開始に合わせ、適正な負担
のあり方を検討し、これまでの負担率3％を見直し10％に改
定する予定です。段階的な引き上げという措置は検討して
おりません。

ご意見として伺います。
障害者自立支援法の施行により、障害福祉サービスの利
用者負担は、サービス量と所得に着目した仕組みになり、
平成25年に施行された障害者総合支援法でも引き続き負
担能力に応じた利用者負担とする事が定められています。
区は社会情勢を勘案し、利用者負担の発生する世帯での
障害福祉サービス等の利用抑制が生じることを防ぐため、
負担軽減策を講じてきました。バランスの取れた社会保障
制度の重要性が増す中で、新たな計画策定の際に、一部
の負担割合を改定致しました。御理解いただきますよう、お
願い致します。
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242 999 個別の要望

基本計画の地域説明会には区長が参加する
が、個別計画の説明会には、直接関係する区
民しか参加しない。高齢者と障害者と分けない
で地域説明会を行ってほしい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。3年毎に計画を立てる中で、障害種
別の障害者団体に対して説明会を行うほか、区民向けの説
明会を（今回は３回）行うという今までの流れがあり、それを
踏襲して今回も行っています。今年度は他の計画（高齢・介
護、健康、教育）がまとまって説明会を行っており、障害者
計画に対しても、高齢・介護等と合同の地域説明会を行う
べきという意見について、実行の可否も含め次回までにき
ちんと検討していきたいです。

243 999 個別の要望
グループホームやショートステイなど障害者の
施設について定員の幅を柔軟にし、手続きの
簡略化をしてほしい。

E意見として伺う ご意見として伺います。

244 999 個別の要望
医療費について愛の手帳3度4度に対しても一
部でも助成してほしい。

E意見として伺う ご意見として伺います。

245 999 個別の要望
グループホームに入所した時の病院の付添は
同じ人にお願いしたい。

E意見として伺う

ご意見として伺います。
グループホームに入所した利用者で、医師の指示により、
定期的な通院が必要で、同行が必要な方については、月２
回を目安として、通院等介助の支給決定をしています。通
院に同行する方は、グループホームの職員ですので、同じ
人の同行については、グループホームとの相談になりま
す。

246 999 個別の要望
新宿区聴覚障害者協会の会員数が減ってい
るので障害者団体の連絡先を手引きに掲載し
てはどうか

E意見として伺う

ご意見として伺います。
現在障害者の手引は、区で実施しているサービスの他関連
サービスも多く掲載しており、ページ数が多くなっているこ
と、多くの障害者団体があるうちで、掲載の可否の線引きが
困難なことから各障害者団体の紹介を手引に掲載すること
は困難であると思われます。聴覚障害者の方の情報不足
については区としても重く受け止め、障害者福祉課の窓口
などで個別に聴覚障害者交流コーナーなどの情報提供をし
ていきたいと思います。

247 999 個別の要望
施設名や説明文等予備知識がないと理解でき
ない。

C意見の趣旨に
沿って計画を推
進する

ご意見の趣旨に沿って計画を推進します。
一般区民にもわかりやすい表現をそていきます。巻末用語
解説等を充実させます。
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